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各地方整備局 企画部 技術調整管理官 殿、工事品質調整官 殿 

技術企画官 殿、総括技術検査官 殿 

北海道開発局 事業振興部 工事評価管理官 殿 

沖縄総合事務局 開発建設部 技術調整管理官 殿、技術企画官 殿 

総括技術検査官 殿 

 

                                            大臣官房 技術調査課 

建設システム管理企画室長 

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた 

直轄工事及び業務に係る検査、打合せ等の対応について 

 

標記については、各地方整備局等においてこれまでもテレビ会議の活用などにより、発

注者と受注者双方の省力化の積極的な推進に努めて頂いているところですが、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、直轄工事及び業務に係る検査、打

合せ等の実施にあたっては、設備環境の整備状況等を踏まえつつ、可能な限りＷＥＢを活

用する等、受発注者間で協議の上、適切に対応いただくようお願いします。 

なお、やむを得ず従来どおり対面の検査、打合せ等を実施する場合には、あらかじめ受

注者に対し最小限の人数で実施するよう働きかけるとともに、広い部屋での実施やマスク

着用を推奨する等、感染予防の対策を徹底するようお願いします。また、対面の検査を行

った場合には、検査官は、検査に出席した受発注者双方の全員の氏名を検査メモ等に記載

し確実に記録を残していただくようお願いします。 


